
山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
十
号
附
録
　
　
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

条
　
　
　
　
　
例

○
山
梨
県
地
域
医
療
施
設
耐
震
化
臨
時
特
例
基
金
条
例
　
　
（

五
）
号
外（
一
一
）
一
　
　
一
〇

○
山
梨
県
地
域
医
療
再
生
臨
時
特
例
基
金
条
例
　
　
　
　
　
（

六
）

同
　
　
　
二
　
　
同

山
梨
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

七
）

同
　
　
　
同
　
　
同

を
改
正
す
る
条
例

公
立
大
学
法
人
山
梨
県
立
大
学
へ
の
職
員
の
引
継
ぎ
に
関

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

八
）
号
外（
一
八
）
三
　
　
三
〇

す
る
条
例

山
梨
県
立
大
学
の
公
立
大
学
法
人
へ
の
移
行
に
伴
う
関
係

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

九
）

同
　
　
　
同
　
　
同

条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

○
山
梨
県
部
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
（

一
〇
）

同
　
　
　
五
　
　
同

山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

一
一
）

同
　
　
　
同
　
　
同

正
す
る
条
例

○
山
梨
県
情
報
公
開
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
（

一
二
）

同
　
　
　
六
　
　
同

山
梨
県
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
条
例
の
一
部
を
改
正

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

一
三
）

同
　
　
　
七
　
　
同

す
る
条
例

○
山
梨
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
（

一
四
）

同
　
　
　
同
　
　
同

○
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
（

一
五
）

同
　
　
　
八
　
　
同

○
山
梨
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
（

一
六
）

同
　
　
　
九
　
　
同

山
梨
県
衛
生
公
害
研
究
所
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

一
七
）

同
　
　
　
一
〇
　
同

る
条
例

山
梨
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
諸
収
入
条
例
の
一
部
を
改
正

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

一
八
）

同
　
　
　
同
　
　
同

す
る
条
例

山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
設
置
及
び
管
理
条
例
の

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

一
九
）

同
　
　
　
一
二
　
同

一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
流
水
占
用
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

二
〇
）

同
　
　
　
同
　
　
同

る
条
例

山
梨
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

二
一
）

同
　
　
　
一
四
　
同

正
す
る
条
例

山
梨
県
教
育
委
員
会
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
　

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

二
二
）

同
　
　
　
同
　
　
同
　
　

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
山
梨
県
保
健
所
手
数
料
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
　
　
　
　
（

二
三
）

同
　
　
　
同
　
　
同

○
山
梨
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
（

二
四
）

同
　
　
　
一
五
　
同

○
山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
（

二
五
）
号
外（
二
二
）
一
　
　
三
一

山
梨
県
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

二
六
）
号
外（
二
三
）
一
　
　
三
一

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

規
　
　
　
　
　
則

山
梨
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

四
）
号
外（
一
二
）
一
　
　
一
〇

改
正
す
る
規
則
　

山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

五
）

同
　
　
　
九
　
　
同

る
規
則

山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
及
び
山

○
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
（

六
）

同
　
　
　
同
　
　
同

例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規

○
則
及
び
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
（

七
）

同
　
　
　
同
　
　
同

一
部
を
改
正
す
る
規
則

道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
第
十
六
項
に
基
づ
き
運
転
者
等

○
が
納
付
す
べ
き
金
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
（

八
）

同
　
　
　
同
　
　
同

規
則

○
山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
（

九
）
号
外（
一
六
）
一
　
　
一
七

○
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
（

一
〇
）
号
外（
一
九
）
一
　
　
三
〇

○
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
（

一
一
）

同
　
　
　
五
　
　
同

山
梨
県
部
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

一
二
）
号
外（
二
〇
）
一
　
　
三
〇

平
成
二
十
二
年

三

月

中

山
梨
県
公
報
目
録

第
二
千
二
十
二
号
か
ら

本
紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛
第
二
千
二
十
九
号
ま
で

第
九
号
か
ら

号
外　　　　　　　　　｛
第
三
十
号
ま
で

公
文
件
名
の
下
の
数
字
上
段
括

弧
内
は
番
号
、中
段
は
ペ
ー
ジ
、

下
段
は
掲
載
日
を
示
す
。

凡　例



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
十
号
附
録
　
　
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

二

に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

山
梨
県
立
大
学
の
公
立
大
学
法
人
へ
の
移
行
に
伴
う
関
係

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

一
三
）

同
　
　
　
同
　
　
同

規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則

山
梨
県
営
病
院
の
地
方
独
立
行
政
法
人
へ
の
移
行
に
伴
う

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

一
四
）

同
　
　
　
同
　
　
同

関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則

○
山
梨
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
（

一
五
）

同
　
　
　
二
　
　
同

山
梨
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

一
六
）

同
　
　
　
三
　
　
同

則政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
山
梨
県
知
事
の
資
産
等
の
公

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

一
七
）

同
　
　
　
同
　
　
同

開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

一
八
）

同
　
　
　
五
　
　
同

正
す
る
規
則

山
梨
県
土
地
改
良
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
条
例

○
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
徴
収
条
（

一
九
）

同
　
　
　
同
　
　
同

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

二
〇
）

同
　
　
　
同
　
　
同

則県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

二
一
）
号
外（
二
一
）
一
　
　
三
〇

規
則

○
山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
（

二
二
）

同
　
　
　
同
　
　
同

○
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
（

二
三
）
号
外（
二
四
）
一
　
　
三
一

告
　
　
　
　
　
示

○
広
域
連
合
の
規
約
の
変
更
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

五
七
）

一
三
一
　
　
一

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
完
了
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

五
八
）

同
　
　
同

○
都
市
計
画
の
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

五
九
）

同
　
　
同

（

六
〇
）

○
保
安
林
の
指
定
の
予
定
（
二
件
）

一
三
七
　
　
四

（

六
一
）

（

六
二
）

○
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）

一
三
八
　
同

（

六
三
）

（

六
四
）

○
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）

同
　
　
同

（

六
五
）

○
字
の
区
域
設
置
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

六
六
）

一
四
三
　
　
八

○
字
の
名
称
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

六
七
）

同
　
　
同

○
市
町
村
の
廃
置
分
合
に
伴
う
市
の
人
口
の
告
示
　
　
　
　
（

六
八
）

同
　
　
同

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

六
九
）

同
　
　
同

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定

○
道
路
の
路
線
名
の
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

七
〇
）

一
四
四
　
同

○
道
路
の
区
域
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

七
一
）

同
　
　
同

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

七
二
）

同
　
　
同

定
○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定
　
　
　
　
　
　
　
（

七
三
）

一
四
九
　
同

○
字
の
区
域
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

七
四
）

一
五
三
　
一
一

○
換
地
計
画
の
決
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

七
五
）

同
　
　
同

（

七
六
）

○
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）

一
五
四
　
同

（

七
七
）

（

七
八
）

○
道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
）

〜
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

（

八
〇
）

（

八
一
）

○
河
川
区
域
の
指
定
の
一
部
改
正
（
四
件
）

〜
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五
　
同

（

八
四
）

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

八
五
）

同
　
　
同

定
○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定
　
　
　
　
　
　
　
（

八
六
）

一
五
八
　
同

特
定
工
場
等
に
お
い
て
発
生
す
る
騒
音
及
び
特
定
建
設
作

業
に
伴
っ
て
発
生
す
る
騒
音
に
つ
い
て
規
制
す
る
地
域
の

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

八
七
）

一
七
五
　
一
五

指
定
並
び
に
特
定
工
場
等
に
お
い
て
発
生
す
る
騒
音
の
規

制
基
準
の
一
部
改
正

騒
音
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
住
民
の
生
活
環
境
を
保
全

○
す
る
必
要
が
あ
る
地
域
の
指
定
及
び
特
定
工
場
等
に
お
い
（

八
八
）

同
　
　
同

て
発
生
す
る
振
動
の
規
制
基
準
の
一
部
改
正

悪
臭
原
因
物
の
排
出
規
制
地
域
及
び
規
制
基
準
の
一
部
改

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

八
九
）

同
　
　
同

正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
類
型
の
あ
て
は
め
の
一
部
改
正
（

九
〇
）

一
七
六
　
同

（

九
一
）

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
（
二
件
）

同
　
　
同

（

九
二
）

○
道
路
の
供
用
開
始
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

九
三
）

同
　
　
同
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三

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

九
四
）

同
　
　
同

定
○
有
害
図
書
類
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

九
五
）
号
外（
一
五
）
一
　
　
一
七

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

九
五
）

一
八
三
　
一
八

定
○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

九
六
）

一
九
五
　
二
五

○
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
基
づ
く
家
畜
の
検
査
の
実
施
　
　
（

九
七
）

同
　
　
同

○
山
梨
県
農
作
物
奨
励
品
種
の
指
定
の
一
部
改
正
　
　
　
　
（

九
八
）

一
九
七
　
同

（

九
九
）

○
道
路
の
区
域
変
更
（
四
件
）

〜
　
　
　
　
　
　
　
一
九
八
　
同

（
一
〇
二
）

○
道
路
の
供
用
開
始
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
三
）

一
九
九
　
同

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
四
）

同
　
　
同

定平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
契
約
に

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
五
）

二
〇
三
　
同

係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等

○
指
定
代
理
納
付
者
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
六
）

二
一
三
　
二
九

○
山
梨
県
土
地
利
用
基
本
計
画
の
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
七
）

同
　
　
同

平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
建
設
工
事
の
請
負
の
特
定
調

○
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
（
一
〇
八
）

同
　
　
同

資
格
等

○
歴
史
文
化
公
園
の
保
全
及
び
活
用
に
関
す
る
計
画
　
　
　
（
一
〇
九
）

二
一
九
　
同

○
歴
史
文
化
公
園
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
〇
）

二
二
二
　
同

（
一
一
一
）

歴
史
文
化
公
園
の
保
全
及
び
活
用
に
関
す
る
計
画
の
廃
止

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
　
二
二
三
　
同

（
六
件
）

（
一
一
六
）

（
一
一
七
）

○
歴
史
文
化
公
園
の
指
定
の
廃
止
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

（
一
二
二
）

（
一
二
三
）

○
県
代
行
市
町
村
道
改
築
工
事
の
完
了
（
二
件
）

二
二
四
　
同

（
一
二
四
）

（
一
二
五
）

○
県
代
行
公
共
下
水
道
設
置
工
事
の
完
了
（
二
件
）

同
　
　
同

（
一
二
六
）

（
一
二
七
）

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
六
件
）

〜
　
　
　
　
　
　
　
二
二
五
　
同

（
一
三
二
）

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
三
）

二
二
七
　
同

平
成
二
十
一
年
度
山
梨
県
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
の
決

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
四
）
号
外（
二
五
）
一
　
　
三
一

算
の
公
表

○
平
成
二
十
一
年
度
山
梨
県
公
営
企
業
会
計
の
決
算
の
公
表
（
一
三
五
）

同
　
　
　
二
九
　
同

○
平
成
二
十
二
年
度
予
算
の
公
表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
六
）
号
外（
二
六
）
一
　
　
三
一

訓
　
　
　
　
　
令

山
梨
県
行
動
計
画
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

一
）
号
外（
二
七
）
一
　
　
三
一

令山
梨
県
行
政
改
革
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

二
）

同
　
　
　
同
　
　
同

令
○
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
　
（

三
）

同
　
　
　
同
　
　
同

山
梨
県
電
子
情
報
処
理
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

四
）

同
　
　
　
二
　
　
同

令
○
庁
内
統
計
調
査
事
務
調
整
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（

五
）

同
　
　
　
同
　
　
同

山
梨
県
統
計
デ
ー
タ
バ
ン
ク
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

六
）

同
　
　
　
同
　
　
同

る
訓
令

山
梨
県
交
通
安
全
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

七
）

同
　
　
　
三
　
　
同

令山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

八
）

同
　
　
　
同
　
　
同

す
る
訓
令

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

九
）

同
　
　
　
同
　
　
同

を
改
正
す
る
訓
令

○
山
梨
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
　
　
　
（

一
〇
）

同
　
　
　
同
　
　
同

○
出
先
機
関
庁
舎
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
　
（

一
一
）

同
　
　
　
八
　
　
同

○
山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
　
（

一
二
）

同
　
　
　
同
　
　
同

○
山
梨
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
　
　
　
　
　
（

一
三
）

同
　
　
　
同
　
　
同

○
山
梨
県
公
報
発
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
　
　
　
（

一
四
）

同
　
　
　
一
一
　
同

さ
わ
や
か
・
や
ま
な
し
環
境
創
造
本
部
規
程
の
一
部
を
改

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

一
五
）

同
　
　
　
同
　
　
同

正
す
る
訓
令

山
梨
県
立
中
央
病
院
放
射
線
障
害
予
防
規
程
を
廃
止
す
る

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

一
六
）

同
　
　
　
同
　
　
同

訓
令
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梨
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四

公
　
　
　
　
　
告

○
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
一
　
　
一

平
成
二
十
二
年
度
技
能
検
定
（
随
時
実
施
す
る
三
級
、
基

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
二
　
同

礎
一
級
及
び
基
礎
二
級
）
の
実
施

○
平
成
二
十
二
年
度
前
期
技
能
検
定
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

平
成
二
十
二
年
度
二
級
建
築
士
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
外（

九
）
一
　
　
　
二

実
施

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
九
　
　
四

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
設
立
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
（
二
件
）

一
四
九
　
　
八

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
八
　
一
一

見
地
か
ら
の
意
見

○
建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し（
八
件
）

同
　
　
同

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
〇
　
同

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
解
散
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

○
争
議
行
為
予
告
通
知
の
受
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
〇
　
一
五

○
基
本
測
量
の
終
了
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
一
　
同

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
八
　
一
八

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
八
　
二
五

○
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
〇
　
同

見
地
か
ら
の
意
見

○
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

○
基
本
測
量
の
終
了
（
二
件
）

二
一
一
　
同

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て
（
二
件
）

同
　
　
同

○
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
七
　
二
九

○
基
本
測
量
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

○
基
本
測
量
の
終
了
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
八
　
同

て

企
　
　
業
　
　
局

○
山
梨
県
営
電
気
事
業
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
　
　
　
　
　
号
外（
二
七
）
一
二
　
三
一

選
挙
管
理
委
員
会

不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
の
一
部

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
外（
一
〇
）
一
　
　
　
八
　

改
正

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
外（
一
三
）
一
　
　
一
一

○
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
三
　
　
同

○
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
の
一
部
訂
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
四
　
　
同

条
例
の
制
定
若
し
く
は
改
廃
の
請
求
又
は
監
査
の
請
求
を

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
一
定
数

県
議
会
の
解
散
の
請
求
又
は
知
事
等
若
し
く
は
県
の
選
挙

○
管
理
委
員
会
等
の
委
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

き
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
一
定
数

県
議
会
の
議
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
選

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
五
　
　
同

挙
権
を
有
す
る
者
の
一
定
数

教

育

委

員

会

○
山
梨
県
教
育
委
員
会
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
八
　
一
八

山
梨
県
教
育
委
員
会
表
彰
選
考
委
員
会
規
程
を
廃
止
す
る

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
九
　
同

告
示

山
梨
県
教
育
委
員
会
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

す
る
訓
令

山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
の



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
十
号
附
録
　
　
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

五

○
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関
の
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
　
　
　
　
　
号
外（
二
八
）
一
　
　
三
一

規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
等
の
一
部
を
改
正

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

す
る
規
則

○
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
二
　
　
同

山
梨
県
立
高
等
学
校
学
則
及
び
山
梨
県
立
特
別
支
援
学
校

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
高
等
学
校
の
修
学
旅
行
、
遠
足
、
見
学
旅
行
そ

○
の
他
の
校
外
行
事
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
三
　
　
同

す
る
規
則

○
山
梨
県
指
定
有
形
文
化
財
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

○
庁
中
処
務
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
七
　
　
同

○
山
梨
県
教
育
事
務
所
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
一
一
　
同

山
梨
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

す
る
訓
令

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

令
○
山
梨
県
学
校
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

○
教
育
次
長
等
専
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
一
二
　
同

人

事

委

員

会

○
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
九
　
　
四

山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
一
　
一
一

正
す
る
規
則

平
成
二
十
二
年
度
山
梨
県
警
察
官
採
用
試
験
の
採
用
予
定

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
八
　
同

人
員

第
七
十
五
回
（
平
成
二
十
二
年
度
）
山
梨
県
警
察
官
Ａ
採

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
〇
　
同

用
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
外（
一
四
）
一
　
　
一
二

規
則

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

す
る
規
則

○
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
号
外（
二
九
）
一
　
　
三
一

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
二
　
　
同

規
則

山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
五
　
　
同
　
　

す
る
規
則

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

す
る
規
則

○
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
六
　
　
同

○
寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

○
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
七
　
　
同

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
八
　
　
同

を
改
正
す
る
規
則

公
益
的
法
人
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
九
　
　
同

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

規
則

山
梨
県
営
病
院
の
地
方
独
立
行
政
法
人
へ
の
移
行
に
伴
う

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
外（
三
〇
）
一
　
　
三
一

関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則

山
梨
県
立
大
学
の
公
立
大
学
法
人
へ
の
移
行
に
伴
う
関
係

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
三
　
　
同

規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
七
　
　
同

す
る
規
則監

　
査
　
委
　
員

○
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
公
表
（
四
件
）

号
外（
一
七
）
一
　
　
一
九

○
監
査
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
状
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
三
二
　
同

公

安

委

員

会

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
〇
　
　
八

る
規
則

○
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
一
　
同



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
十
号
附
録
　
　
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

六

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
外（
一
四
）
一
　
　
一
二

る
規
則

そ
　
　
の
　
　
他

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
二
　
一
八

○
山
梨
県
議
会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
程
　
　
　
　
　
　
号
外（
二
七
）
一
六
　
三
一

正
　
　
　
　
　
誤

○
平
成
二
十
二
年
三
月
十
二
日
付
号
外
第
十
四
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二
　
二
五

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
　
印
　
刷

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
　
発
　
行

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

発
　
行
　
者
　
　
　
　
山
　
　
　
　
　
梨
　
　
　
　
　
県

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

株
式

印
　
刷
　
所

会
社
　
サ

ン

ニ

チ

印

刷


